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研修を含めたこれらの事業は、17年度から「食の安

全・安心確保交付金実施要領」（平成17年４月１日付け

16消安第10272号消費安全局長通知）に基づき実施され

ることとなったが、その検査の必要性や実施体制は従

前と何ら変わることはなく、当所は都道府県で実施し

て頂く検査を積極的に支援するために研修事業を実施

している。今年度は、第３調査クールの２年目である

薬剤耐性菌発現状況検査と品質確保検査の実施につい

ての研修会を、全都道府県を対象として実施した。そ

れぞれの研修会は、前者は44都道府県、後者は42都府

県の家畜保健衛生所等の技術者が参加し、それぞれ前

期及び後期に分かれて、当所において前者は２～３日

間、後者は２日間の日程で行われた。

なお、今年度も、薬剤耐性菌の研修で、２日間の日

程の講義中心のコースを設定した。また、品質確保検

査において、全く初めての研修者を対象に、研修会の

前日に事前の基礎研修を任意参加の個別研修会として

企画し、14名が参加した。

いずれの研修会も無事に終了し、十分な成果を上げ

たものと確信するところである。また、来年度以降も

各都道府県のこの検査事業への積極的な参加を期待す

るとともに、当所もさらに効率的で有用な研修のあり

方について検討していきたい。

（1）薬剤耐性菌の発現状況検査研修会

①講義等

ア．事業の概要説明（畜水産安全管理課薬事審査管理

班課長補佐）

「食の安全・安心確保交付金実施要領」（平成17年

４月１日付け16消安第10272号）及び「平成21年度動

物用医薬品の危機管理について」（平成21年３月16日

付け消費・安全局畜水産安全管理課薬事審査第二班

長事務連絡）に沿って本事業についての解説及び本

研修会開催の主旨について説明があり、全国レベル

での継続的な耐性菌の動向監視について、各都道府

県に協力の要請がなされた。

イ．外部講師－「分子疫学手法の比較とその利用」（国

立感染症研究所　寺嶋　淳）

食中毒の原因菌の疫学的解析の方法とその特徴を

解説し、細菌性食中毒の疫学への応用事例について

講義が行われた。

ウ．情報提供

a.「薬剤耐性菌に関する情勢」（検査第二部長）

薬剤耐性菌をめぐる最近の国際動向及び国内の

トピックス
平成21年度動物用医薬品危機管理対策研修会の概要

検査第二部長　　　　　濱本修一
抗生物質製剤検査室長　浅井鉄夫
一般薬検査室長　　　　遠藤裕子
残留化学検査室長　　　小池好子

動物用医薬品に係わる危機管理対策の一環として、薬剤耐性菌発現状況検査及び医薬品の検査（品質確保検査）を

全国の都道府県で実施していただいている。これに必要な技術の習得、確認、斉一化等を目的として危機管理対策研

修会を実施したので報告する。

薬剤耐性菌発現状況検査研修会

Ａ：大腸菌 6月 2日（火）～ 4日（木）

Ｂ：大腸菌 6月 2日（火）～ 3日（水）

Ｃ：カンピロバクター 6月10日（火）～12日（木）

Ｄ：カンピロバクター 6月10日（火）～11日（水）

品質確保検査研修会

Ｅ：ビタミン剤（脂溶性）6月16日（火）～17日（水）

Ｆ：合成抗菌剤Ⅰ 6月16日（火）～17日（水）

Ｇ：殺菌消毒剤 6月23日（火）～24日（水）

Ｈ：合成抗菌剤Ⅰ 6月23日（火）～24日（水）

個別研修会

Ｉ：前期 6月15日（月）～16日（火）

Ｊ：後期 6月22日（月）～23日（火）


